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令和４年１２月２２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年（行コ）第１８５号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和２年（行ウ）第１０５号） 

口頭弁論終結日 令和４年１０月１３日 

判決 

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 

主文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用（補助参加によって生じた費用を含む。）は控訴人の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

２ 中央労働委員会が、中労委平成３０年（不再）第４１号事件について、令和

２年２月５日付けで発した命令を取り消す。 

第２ 事案の概要（略称は原判決の例による。） 

１ 本件は、控訴人が参加人組合に所属する控訴人の従業員であったＡ１に対し

て配置転換を命じたことについて、山口県労働委員会（県労委）が、参加人組

合の申立て（本件救済申立て）に基づき、労働組合法７条１号に該当するとし

て、控訴人に対して原判決別紙１のとおりの文書の手交を命ずる救済命令（本

件初審命令）を発し、これに不服があるとして控訴人による再審査申立てを受

けた中央労働委員会（中労委）も、同号に該当するとして、控訴人に対して原

判決別紙２のとおりの文書の手交を命ずる救済命令（本件救済命令）を発した

ことから、控訴人が、被控訴人に対し、本件救済命令には事実認定及び判断の

誤りがあると主張して、本件救済命令の取消しを求める事案である。 

  原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した。 

２ 前提事実並びに争点及びこれに対する当事者の主張は、後記３に当審におけ
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る控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」の「第２ 事

案の概要」の２及び３（原判決２頁１８行目から１３頁１０行目まで）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

３ 当審における控訴人の補充主張 

⑴ 使用者の労働者に対する転勤命令は、転勤先への異動が余人をもっては容

易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当ではなく、労働力

の適正配置、業務の能率増進、労働者能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営

の円滑化などの企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上

の必要性を肯定すべきであり、業務上の必要性が存する場合、労働者に対し

通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるなどの特段の事情の存

する場合でない限り、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないから（最

高裁昭和５９年（オ）第１３１８号同６１年７月１４日第二小法廷判決・裁

判集民事１４８号２８１頁）、そのような転勤命令は労働組合法７条１号の不

利益な取扱いに当たらない。 

本件配置転換は、Ｇ営業所の営業担当者の欠員を「即戦力のベテラン社員」

であるＡ１で補充したものであり業務上の必要性が認められるところ、Ａ１

の山口市内の自宅からＧ営業所までは、距離にして３０．５㎞、車での所要

時間は一般道を利用しても４０分余りにとどまり、支給される１万５０００

円の通勤手当によってガソリン代は十分に賄うことができるのであって、こ

の程度の通勤は他の従業員も普通のこととして受忍している。Ａ１に対して

通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものではなく、労働組

合法７条１号の不当労働行為には当たらない。 

⑵ 控訴人は、その従業員数が４０名余りの小規模な会社であり、控訴人の幹

部は従業員全員の仕事ぶりなどを熟知しており、その中でＡ１が「即戦力の

ベテラン社員」であるとして選別されたものである。本件配置転換はＡ１の

意向にそうものではなかったが、控訴人の就業規則９条に基づいて異動を明
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確に拒否したにもかかわらず配転が行われた例は過去にも存在しており、Ａ１

が参加人組合の組合員であるが故に本件配置転換がなされたものではない。

参加人組合は、３６協定の締結に反対していたが、Ａ１がＧ営業所に配置転

換された後の平成２９年１２月には、同営業所においても３６協定が締結さ

れており、３６協定を締結するためにＡ１を配置転換したというのは、根拠

のないうがった見方にすぎない。 

⑶ Ａ１は、退職願を平成３０年５月１５日付けで提出しているが、退職理由

は一身上の都合であり、職務上の不利益等の扱いを受けたことを理由にする

ものではないし、退職願には何らかの不利益取扱いを受けたことをうかがわ

せる事実ないし事情の記載もない。そして、本件配置転換が通常甘受すべき

不利益の程度を超えるものではないことを考えると、Ａ１の退職による事情

の変更により救済命令の基礎が失われたというべきであり、にもかかわらず

命じられた本件救済命令は中労委に与えられた裁量権を濫用している。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も控訴人の請求を棄却するのが相当と判断する。その理由は、以下

のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第３ 争点に対する

判断」の１ないし５（原判決１３頁１２行目から３５頁３行目まで）に記載の

とおりであるから、これを引用する。 

  ⑴ 原判決１５頁２６行目から１６頁２行目までを次のとおり改める。 

「イ 控訴人においては、参加人組合が平成１６年に結成される前の平成１

３年にその後参加人組合を結成して執行委員長に就任したＡ２に対して

その同意が得られないまま配置転換を命じたことがあり、その後は、平

成１８年と平成２１年に参加人組合の組合員であるＡ２及びＡ３に対し

てその同意が得られないまま配置転換を命じたことがあるが、それ以外

は、当該従業員の同意を得て配置転換を命ずる運用を行っており、その

同意を得られない従業員に対しては配置転換を命ずることをしていなか
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った。Ａ１についても、本件配置転換以前の平成２８年１０月１８日に

Ｏ仮設事業部への異動を打診したことがあったが、Ａ１が断ったことか

ら配置転換はされなかった。」 

⑵ 同１８頁１３行目の「Ａ１は、」から１４行目までを次のとおり改める。 

「Ａ１は、通勤時間の増加、自己車両の消耗、燃料代等の採算が取れないこ

と、親の高齢（心臓疾患の持病を持つ父親と発達障害を持つ双子の兄の世話

をする母親）を理由に断った。Ｂは、同月３日、電話で再度、Ｆ営業所から

Ｇ営業所への配置転換を打診したが、Ａ１はこれを断った。その際、Ｂは、

Ａ１に対し、控訴人から配転命令が出るかもしれないとの話をした。そこで、

Ａ１は参加人組合に団体交渉を依頼した。」 

  ⑶ 同２０頁１０行目末尾に次のとおり加える。 

「ストライキ期間中の平成２９年２月２２日、控訴人は、同代表者が本社で

Ａ２から暴行を受けたとして警察に通報し、本社に警察官が臨場した。控訴

人は、同月２３日付けで参加人組合に「団交申入書に対する通知」と題する

書面により、おおむね「控訴人代表者がＡ２から暴行を受け、正常な団体交

渉が成立しないことが容易に想定されるため、参加人組合において規律を守

る体制が確立したと労使双方が確認できた後に団体交渉を開催する日時を決

定する」旨通知した。参加人組合は、同月２４日、控訴人に対し、団体交渉

開催の催告書（Ａ１に対する転勤の条件について）を通知したが、団体交渉

は開催されなかった。」 

⑷ 同２０頁１１行目の「甲２、乙Ａ１２【２】、乙Ａ３４【１】」を「甲１、

甲２、甲６の１～２、甲７、甲１３、乙Ａ１２【２】、乙Ａ３３、乙Ａ３４【１】、

乙Ａ５１」に改める。 

⑸ 同２０頁１９行目の「営業所において、」の次に「Ｃ１が従事していた」を

加える。 

⑹ 同２１頁２行目の「１時間０３分」を「４５分」に改め、３行目末尾に「こ
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れにより、Ａ１は、タイヤやオイル等の消耗品の負担が増大した。」を、６行

目の「甲２、」の次に「１６、」をそれぞれ加える。 

⑺ 同２２頁２１行目の「Ｂが」から「かつ、」までを削る。 

⑻ 同２２頁２２行目の「組合員」の次に「（ただし、平成１３年８月のＡ２に

対する配置転換命令は組合員となる前のもの）」を加える。 

⑼ 同２２頁２３行目から２６行目を次のとおり改める。 

「以上によれば、控訴人においては、参加人組合が平成１６年に結成される

前の平成１３年にその後参加人組合を結成して執行委員長に就任したＡ２に

対してその同意が得られないまま配置転換を命じたことがあったものの、そ

の後は参加人組合の組合員以外の従業員に対し、事前に対象となる従業員に

配置転換の打診をし、当該従業員の同意を得て配置転換を命ずる運用を行っ

ており、同意を得られない従業員に対しては配置転換を命ずることをしてい

なかったということができる。」 

⑽ 同２８頁１３行目の「原告においては、」から１６行目の「行われたもので

あり」までを次のとおり改める。 

「控訴人においては、参加人組合結成前のＡ２に対するものを除き、参加人

組合の組合員以外の従業員に対しては、事前に配置転換の打診をし、当該従

業員の同意を得て配置転換を命ずる運用を行っており、同意を得られない従

業員に対しては配置転換を命ずることをしていなかったところ、本件配置転

換は、Ａ１が、通勤時間の増加、自己車両の消耗、燃料代等の採算が取れな

いこと、親の高齢（心臓疾患の持病を持つ父親と発達障害を持つ双子の兄の

世話をする母親）を理由に明確に拒否したにもかかわらず、実行されたもの

であり、同意を得ることなくなされたという点で」 

⑾ 同３０頁１６行目の「本件配置転換に当たって、」を次のとおり改める。 

「本件配置転換に当たって動機付けを行ったり、配置転換後の職務分担にお

ける配慮をするなどの」 



- 6 - 

  ⑿ 同３２頁９行目から１２行目を次のとおり改める。 

「そのような状況の中で、Ａ１は、控訴人からＦ営業所からＧ営業所への配

置転換を打診され、これを拒否したにもかかわらず、配転命令が出される可

能性があると告げられたため、参加人組合に団体交渉を依頼したこと、参加

人組合は、当該配転命令が実行された場合には、組合員全員が無期限ストラ

イキを実施する旨を通告したことは、前記１の認定事実⑹のとおりであり、

控訴人と参加人組合との関係は、かかるＡ１の配置転換をめぐって一層悪化

し、控訴人は、Ａ１の所属する参加人組合に対する嫌悪の念を深めたものと

認められる。そして、前記１の認定事実⑹のとおり、平成２９年２月９日の

団体交渉では、Ｂが、Ａ１の配置転換について、今は白紙となっている旨を

述べながら団体交渉における十分な協議をすることもなく、その７日後に本

件配置転換に係る辞令をＡ１に交付しており、このような控訴人の対応から

すれば、控訴人は、ストライキを予告して強く反対する参加人組合との関係

が更に悪化することを認識しながら、参加人組合に対する嫌悪の念からあえ

て本件配置転換を実行したといわざるを得ない。」 

⒀ 同３２頁１３行目から２６行目までを次のとおり改める。 

「エ 検討 

以上のとおり、本件配置転換は、Ａ１にとって不利益な取扱いである

ばかりでなく、同意を得ることなくなされたという点で控訴人の従業員

一般にとっても不利益な取扱いと認識されるものであるところ、Ｇ営業

所の営業担当者を１名補充する業務上の必要性があったこと自体は認め

られるものの、他方において、本件配置転換の対象をＡ１とした人選過

程には不透明な点もあり、他にも対象となり得る従業員が存在していた

にもかかわらず、初めからＡ１ありきで選別されたものといわざるを得

ないものである。その背景として、控訴人とＡ１が所属する参加人組合

の関係は極めて悪く、対立関係を一層悪化させており、控訴人は、参加
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人組合に対する嫌悪の念を深めていたといわざるを得ない状況にあった

ところ、控訴人は、参加人組合がＡ１の配置転換についてストライキを

予告するなど強く反対していたことを認識しながら、参加人組合に対す

る嫌悪の念からあえて本件配置転換を実行したものであり、その結果、

Ｆ営業所では、本件配置転換後、参加人組合に所属しないＣ２が労働者

代表として選出され、速やかに３６協定が締結されたこと（認定事実⑺

オ）も考え併せると、本件配置転換は、Ａ１が参加人組合の組合員であ

ることの故をもって行われた不利益な取扱いであると認められる。」 

 ２ 当審における控訴人の補充主張について 

⑴ 控訴人は、本件配置転換においても、転勤先への異動が余人をもっては容

易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当ではなく、企業の

合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性を肯定すべき

であるとし、その場合、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不

利益を負わせるなどの特別の事情の存する場合でない限り、当該配置転換は

権利の濫用になるものではないとした上で、本件配置転換には、業務上の必

要性が認められ、上記特別の事情は認められないから本件配置転換は労働組

合法７条１号の不利益な取扱いに当たらないと主張する。 

  しかし、補正して引用する原判決第３の３⑴のとおり、労働組合法７条１

号が労働組合の組合員であること等の故をもって行われる不利益な取扱いを

不当労働行為として禁止しているのは、このような不利益な取扱いが労働者

らによる組合活動一般を抑制ないし制約する効果を持つからであるところ、

労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える程度に至らない不利益であ

っても、労働組合の組合員であること等の故をもって行われた場合には、組

合活動一般を抑制ないし制約する効果を持つため、同号の不利益な取扱いに

当たることもあり得るというべきである。 

  そうすると、控訴人の上記主張は前提において失当というべきである。 
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⑵ 控訴人は、従業員全員の中からＡ１が「即戦力のベテラン社員」として選

ばれたものであり、Ａ１が参加人組合の組合員であるが故に本件配置転換が

なされたものではない旨をるる主張する。 

  しかし、補正して引用する原判決第３の３⑶のとおり、他にも対象となり

得る従業員が存在していたにもかかわらず、配置転換を拒否していたＡ１が

対象とされたものであり、その人選過程にも不透明な点もあったところ、控

訴人は、参加人組合との対立関係が一層悪化する中、参加人組合に対する嫌

悪の念からあえて本件配置転換を実行したものであるから、Ａ１が参加人組

合の組合員であるが故に本件配置転換がなされたというべきである。 

⑶ 控訴人は、本件配置転換が通常甘受すべき不利益の程度を超えるものでは

なく、Ａ１の退職による事情の変更により本件救済命令の基礎が失われたと

し、にもかかわらず命じられた本件救済命令は中労委に与えられた裁量権を

濫用していると主張する。 

  しかし、本件配置転換は、同意を得ることなくなされたという点で控訴人

の従業員一般にとっても不利益な取扱いと認識されるものであったから、通

常甘受すべき不利益を超えるものではないとはいい難いものである。Ａ１は、

特に理由を述べることなく一身上の都合により退職しているが、控訴人と参

加人組合とは長きにわたり対立関係にあり、控訴人には、現在も参加人組合

の組合員が勤務しているのであるから、中労委において、控訴人によって不

当労働行為が行われたことを確認し、今後同様の行為が繰り返されることを

予防する措置が必要であるとして、控訴人に対して原判決別紙２のとおりの

文書の手交を命じたことが、中労委に与えられた裁量権の濫用に当たるとい

うことはできない。 

⑷ したがって、控訴人の主張はいずれも採用することができない。 

３ 以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄

却することとして、主文のとおり判決する。 
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   東京高等裁判所第２１民事部 

 

別紙 

 

当事者目録 

控訴人           Ｘ株式会社 

被控訴人          国 

処分行政庁         中央労働委員会 

被控訴人補助参加人     Ｚ労働組合 

              （以下「参加人組合」という。） 

 


